
発議第 2号

監査請求に関する決議案

上記の議案を、別紙のとおり、地方自治法第 11 2条及び会議規則第 14条の規定により

提出します。
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監査請求に関する決議

地方自治法第 98条第2項の規定により、次のとおり監査委員に対し監査を求め、その

結果の報告を請求するものとする。

百己

1 監査を求める事項

三宅町放課後児童健全育成事業の委託業者選定のための審査委員会の審査過程

2 監査結果の報告期限

令和 3年 5月 3日まで(監査委員への請求の 2ヶ月後)

(理由)

令和2年 10月 27日、三宅町放課後児童健全育成事業(学童保育)の委託業者選定が

プロポーザノレ方式で行われ、審査委員会の審査により株式会社クオリスが選ばれた。

町民が行った情報開示請求により、採点の集計表が三宅町より開示された。

1位株式会社クオリス 51 6点

2位 513点

3イ立 4 9 8 ，~ 

1.開示された採点の集計表では、以下の採点が見られた。

審査委員B氏の採点のうち、他の審査委員の採点と極端な開きのある採点があった。

(/ 「1業務実施方針J(人権)

2位の事業者の点数が 10点満点の 2点

(他の審査委員の採点は4名が 8点、 1名が6点)

i2業務受託体制」

2イ立の事業者の点数が 10点満点の4点

(他の審査委員の採点は 3名が 8点、 2名が 6点)

2.採点の結果は僅差であり、三宅町職員が行った採点の集計は正確さをより求められる。

集計作業において、各審査委員の採点表の手書き文字の読み取りに間違いがなかったか、

それを職員が集計表に正しく転記できているか精査をしていただきたい。

しかし、情報公開請求を行った町民に対して三宅町担当者は「ひとりひとりの採点表は、

集計表に転記したあと廃棄したj と答えており、集計表に間違いがないか直ちに確認する

ことができなくなっている。



これはプロポーサゃル方式による委託業者選定の公正さを証明する根拠となる公文書を廃

棄してしまった行為である。

3.公正さを証明できない事態になっているので、議会として、以下の2点について監査

請求を行う。

第 1点この集計表は、個々の審査委員の採点結果を正しく反映しているのかどうか。

証拠書類である個々の採点表が廃棄されてしまっている以上、審査委員による採点、そ

の集計、審査結果の発表の全過程を精査することでしか真偽を確かめられない。

審査委員は、どこで採点表に記入し、誰に提出したのか

集計表は、誰がどこでどのように作成したのか

集計の作業は、審査委員の面前で行うなど、不正の余地のない方法で行われたの

7J> 

審査委員は、集計表に記載された点数が各審査委員が採点した結果と一致してい ( 

ることを確認したか

審査結果は審査委員に対して、どのような場で、どういう方法で発表されたのか

第2点採点表はどのような過程を経て廃棄されたのか

採点表の廃棄は誰が発案し、誰が許可したのか

誰が、どこで、どのようにして廃棄したのか

関わった職員に、採点表が重要な公文書であるとの自覚はなかったのか

三宅町において公文書管理はいかなる規定に基づいて行っており、正しく運用さ

れているのか

[添付資料I

町民の情報開示請求により開示された「集計表」

三宅町公募型プロポーザノレ方式等による委託業務事業者選定委員会設置条例(平成 30

年4月 1日条例第 11号)

[参考資料]

「集計表Jを、審査員別に並べ替えたもの

( 
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集計表

No 審査項目 評価項目

A 日 C D E F A B c D E F A B c D E F 

祉に司配学学同創幹値産慮酒童書段量保保ま保.し育育育た教たはククク育う省姐ララえラ似野で7ブブの夢のの集.務手役擦黛調医特務割育を〈演締に児をて閣S舗2阻支ZE徹践でが復句銅あ也事きし施るむる業児定鰻なかか童.番.ど良祉のはの人金あ週聖権福堂る

8 2 8 B 8 6 6 6 6 8 8 6 B 8 6 8 8 8 業務実縄乏針

2 業務実績 B 6 6 B 8 6 6 8 6 10 10 10 6 8 8 B 

3 業務畳託体制

学なる酬hS由銭っR瀦.て家を開い庭即始一る時及泊、期び日ま所管でm旗えので引との継lの=遠削体四制視方や百酬随法の員…復さのれ指家て軍に命い

4 6 B 8 6 4 6 6 B 6 8 6 B 8 

4 6 6 8 8 6 6 6 6 8 8 6 6 6 8 B 8 

薦議議
5 8 6 B 8 日 8 6 6 8 10 8 8 6 6 10 10 10 

6 提案内容の実現性 8 6 8 8 6 6 6 8 8 8 6 6 8 10 8 

7 8 6 8 10 8 6 6 6 6 10 8 4 6 6 8 6 6 

B i見は-室あ健る全か. Zオ納躍付ーをド踏ヌ密ま~え智1:.たの.開実保理識後笠者 8 6 8 6 8 4 6 6 B B 6 6 6 日 8 

9 |れ遭て宮い管る理か.事 叫吋員叫に即 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 6 
「ーーー

10 支援員等の雇用
|でる学よき童るう保にも育、の磯ーに良なのっ勘て継務い続mるg的，かHー t t … M て配置 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 3 3 5 且び指導体制

ャーー

tロl畑のa一可一人ー育艇書す偽P成中なるまXをや盆もたR適窃組ーのや 2 を 》ものmで，あ りe 人材
11 

， あ._る."、 実現 4 2 4 4 5 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 5 

12 
r・レル峰ギ山ー-なe ど

4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
ト一一 1 に-な，.生にど関同かのせ事す-故vるる， 文R僚祝会 周体-慢R監λ的ー雄でな官Wあど四のム

13 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 5 
ト一一 危機管理体制

Mき4れ今で、 bのである一か

14 
|的ね2危で時D可被R舵ほあ1管愉息な勾り理に仰も，_対のマをせ，ニ笥-すか.ュ玲るF 取ア付-、ル加り 宜備がのの対主具衛さ応主れ生体主て管的とL体理でお之制及あり主.びがりι環.JそR土体M実のE 

4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 2 3 2 4 3 
トー

15 4 3 4 4 2 3 2 3 5 3 2 3 3 4 

16 提案価桔 |時観てい}間る}か}(3提+案2内x容〈に1 
さ"

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

各委員毎の合計 (120点満点) 95 65 84 93 98 78 70 73 75 100 96 84 75 78 72 94 101 96 

総合計 (720点満点) 513 498 516 



O三宅町公募型プロポーザル方式等による委託業務事業者選定委員会設置条例

平成30年4月1日

条例第11号

(設置)

第l条 田了が発注する高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務(以下「業務Jという。)

の契約に当たり企画又は技術に関する提案を公募により求め、提案内容及び業務遂行能力

が最も優れた者(以下「最優秀提案者」という。)を選定するプロポーザノレ方式による審査

を厳正かっ公平に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規

定に基づき、三宅町公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長、教育委員会、又は水道事業管理者(以下「町長等Jという。)の

求めに応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) プロポーザル実施要領に関すること。

(2) 最優秀提案者を決定するための審査基準に関するとと。

(3) 企画又は技術に関する提案書等の審査及び評価に関すること。

(4) 最優秀提案者の決定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 外部委員として、学識経験を有する者若しくはその他の高度な技術又は専門的な知

識を有する者

(2) 町職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から公募型プロポーザノレ方式による業務に係る

審査が終了するまでの期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、そ

の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議Jという。)は、委員長が招集する。ただし、最初に行

う会議は、町長等が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
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3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否問数のときは、議長の決すると

ころによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様

とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、公募型プロポーザル方式による業務の発注を行う課において処

理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

附則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。
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集計表(審査員別)

A B c D E F 小百十

No 審査項目 評価項目 。A クオ 。A ?オ 。... 。ォ 。
』‘ ?オ 。企 ヴオ 。 。ォ 。 ?オ... ... 

業務実施方針
'.倉dl

8 6 8 6 8 B 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 .8 40 40 46 1 

2 業務実績 -・学同童種 l tt福が祉あ施るか陵。、 8 6 6 6 8 8 6 6 6 8 10 6 8 10 8 6 10 8 42 50 42 

3 業務受託体制 咽い&るかB 8 4 8 6 8 6 6 6 8 8 8 8 6 8 6 6 8 40 36 46 

4 庭-学且童び保所育管ク障ラa 、，学、z校a、、 軍 8 6 6 6 6 6 6 6 6 8 B 8 8 8 8 6 6 8 42 40 42 
トー

児童が心豊5 8 6 6 6 6 6 8 8 6 8 10 10 8 8 10 8 8 10 46 46 48 
トー

提案内容の6 
実現性

8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 B B B 8 10 8 8 8 42 42 44 
ト一一

7 
.暗拍

8 6 4 6 6 6 8 6 6 10 10 8 8 B 6 6 6 6 46 42 36 
トー
8 8 6 6 6 6 6 8 6 6 6 8 8 8 8 8 4 6 8 40 40 42 -=. 
9 -運宮曹理者及び必要な支援員が適正に配置されて 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 23 22 24 いる泊、ー

ト一一

10 支復員等の雇 に、職員4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 24 23 23 
トー 用及び指導体

、民』園邑

11 和j 4 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 5 22 19 25 
-眠'"j、

12 "-耐働「組F皿叫「聞1 注、ど実の現児可童能td 

きまた、車 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 22 18 20 
ト一一

13 =金U仇J問ずιま3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 21 21 22 I=II~ 
「ーーー

Lア 1レており‘14 危機管理体制 4 4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 5 5 4 4 4 3 24 23 18 
ト一一

，. 

15 配-童慮中に毒対のす防る止取なりど組、み施が訟具の体揃的生で管あ理り及、実び現環可壇能へなの 4 2 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 21 18 20 

16 提案価格 提るか車り価+格2はx、{提1-車{両見容積に額見/提合Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 ))) 

|各季昌径l (120点満点) 95 70 75 65 73 78 84 75 72 93 100 94 98 96 101 78 84 96 513 498 516 

A 312 3B  2 C 213 
D 

213 E 

F 

順位 1位 2位1- 3位口 2 3 3 : 2 

総合計 (720点満点) 0社 513 企社 498 (株)クオリス 516 
ー. "_...・且

A 。 D B E F 
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